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コンクリート二次製品にかかる使用資材届の取扱いについて 

 

 

平成 28 年 10 月の品質管理基準の一部改定において、プレキャストコンクリ

ート製品（JIS Ⅰ類）、プレキャストコンクリート製品（JIS Ⅱ類）及びプレ

キャストコンクリート製品（その他）の品質管理項目を新たに定めることとし

ました。 

一方、富山県コンクリート製品協会（富山県コンクリート製品協会認定委員

会）において認定した製品については、従来どおり、平成 17年 3月 30日付け

企用第 253号及び耕第 194号「コンクリート二次製品にかかる使用資材届の取

扱いについて（通知）」のとおり取り扱うこととしたので参考までに送付します。 

 

 

 

（事務担当 技術指導係） 

 














